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令和８年３月３１日  

 

多久市長 香  月  正  則    

 

多久市規則第１６号 

 

多久市特定乳児等通園支援事業の実施に関する規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下

「支援法」という。）第３０条の１５の規定に基づく乳児等支援給付認定及

び支援法第５４条の２第１項の規定に基づく特定乳児等通園支援事業者の確

認等について、支援法、子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２

１３号）及び子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、支援法、児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）及び多久市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を

定める条例（令和８年多久市条例第４号）において使用する用語の例による。 

（乳児等支援給付認定の申請） 

第３条 支援法第３０条の１５第１項の規定により乳児等支援給付認定を受け

ようとする保護者は、多久市乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定

申請書（様式第１号）に必要な事項に関する書類その他市長が必要と認める

書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書

類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当

該書類を省略させることができる。 

（乳児等支援給付認定の方法） 



 

第４条 市長は、前条の規定により乳児等支援給付認定の申請をした者に対し、

支援法第３０条の１４に規定する支給対象小学校就学前子ども（次条におい

て「小学校就学前子ども」という。）に該当すると認められるときは、乳児

等支援給付認定を行うものとする。 

（支給認定証の交付） 

第５条 市長は、前条の規定に基づき乳児等支援給付認定を行った場合は、乳

児等支援給付認定に係る小学校就学前子どもの保護者に多久市乳児等支援支

給認定証（こども誰でも通園制度認定証）（様式第２号）を交付するものと

する。 

（乳児等支援給付認定の有効期間） 

第６条 乳児等支援給付認定の有効期間は、支援法第３０条の１６に規定する

期間とする。 

（確認の申請） 

第７条 支援法第５４条の２第２項に規定する確認の申請は、多久市特定乳児

等通園支援事業者確認申請書（様式第３号）に関係書類を添えて行うものと

する。 

（多久市子ども・子育て会議の意見の聴取） 

第８条 市長は、支援法第５４条の２第３項の規定により利用定員を定めよう

とするときは、多久市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。  

（確認の通知） 

第９条 市長は、第７条の申請について確認をしたときは多久市特定乳児等通

園支援事業者確認通知書（様式第４号）により、当該申請を却下したときは

多久市特定乳児等通園支援事業者確認等却下通知書（様式第５号）により、

申請者に通知するものとする。 

（確認の変更の申請） 

第１０条 支援法第５４条の３において準用する支援法第４４条に規定する確

認の変更の申請は、多久市特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書（利用

定員の増加）（様式第６号）に関係書類を添えて行うものとする。  

（確認の変更の通知） 



 

第１１条 市長は、前条の申請について確認の変更を認めたときは多久市特定

乳児等通園支援事業者確認変更通知書（様式第７号）により、当該申請を却

下したときは多久市特定乳児等通園支援事業者確認等却下通知書（様式第５

号）により、申請者に通知するものとする。  

（特定乳児等通園支援事業所の名称等の変更の届出） 

第１２条 支援法第５４条の３において準用する支援法第４７条第１項の規定

による特定乳児等通園支援事業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める

事項の変更の届出は、多久市特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書（利

用定員の変更以外）（様式第８号）により行うものとする。  

２ 支援法第５４条の３において準用する支援法第４７条第２項の規定による

利用定員の減少の届出は、多久市特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書

（利用定員の減少）（様式第９号）により行うものとする。  

（確認の辞退） 

第１３条 支援法第５４条の３において準用する支援法第４８条の規定による

確認の辞退は、多久市特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書（様式第１

０号）を市長に提出することにより行うものとする。  

（確認の取消し等） 

第１４条 市長は、支援法第５４条の３において準用する支援法第５２条第１

項の規定により、確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しく

は一部の効力を停止するときは、多久市特定乳児等通園支援事業者確認取

消・効力停止通知書（様式第１１号）により通知するものとする。  

（補則） 

第１５条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。  

（準備行為） 

２ 支援法第５４条の２第１項の確認を受けようとする者は、この規則の施行



 

の日（以下「施行日」という。）前においても、第７条の規定の例により、

確認の申請をすることができる。  

３ 市長は、前項の規定による確認の申請があった場合には、施行日前におい

ても、第９条の規定の例により、当該確認をすることができる。この場合に

おいて、当該確認は、施行日以後は、同条の確認とみなす。 


